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令和４年１月１日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります！！ 

～複数の事業所で働く 65 歳以上の方が加入できる制度を新設します～ 

 
令和４年１月１日から 65 歳以上の複数事業所で勤務する労働者が特例的に雇用保険に加入

できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります。※ 

 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」につきましては、近年、複数就業している者が相

対的に高い割合で増加しているなど、これまでの職業人生で得られたスキルを生かして多様

な就労を目指している層と考えられる 65 歳以上の労働者を対象に制度を試行し、効果等を検

証することとなりました。 

当該制度は、労働者本人が住所地を管轄するハローワークに申し出た日を起点として加入

する制度であること、申し出の際には事業主の証明等が必要であり、加入後は雇用保険料の

納付義務が発生することなどから、労働者、事業主双方の皆様のご理解とご協力が不可欠な

制度となっています。 

このような経緯から、愛知労働局では、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のポスタ

ー・リーフレットを作成し、幅広く周知に努めていきます。 

 

※第 201 回通常国会において、「雇用保険法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第 14

号）が成立（同日公布）し、令和４年１月１日より施行となります。 

●「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは 

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者

が、そのうち２つの事業所での勤務を合計して週 20 時間以上になる等の適用対象者の要件を

満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日（遡及加入はでき

ません。)から特例的に雇用保険の被保険者（「マルチ高年齢被保険者」）となることができ

る制度です。 

●雇用保険に加入すると 

 「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合に、求職者給付の受給資格を満たせば、

高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。 

≪別添資料≫ 

別添１ 愛知労働局版「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のポスター・リーフレット 

別添２ 【参考資料】雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要〔詳細〕 

令和３年１１月２９日（月） 

【照会先】 

愛知労働局職業安定部職業安定課 

課   長   諸 井  博 之 

課長補佐   近 藤  伸 仁 

（電 話）０５２－２１９－５５０６ 
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※２つの事業所で、それぞれの雇用見込みが３１日以上あることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                

 

 

 

 

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは 

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そ

のうち２つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハロー

ワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者（マルチ高年

齢被保険者）となることができる制度です。 

雇用保険に加入すると... 

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職

者給付金を受給することができるようになります。 

                                     ハローワーク 
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【参考資料】雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要〔詳細〕             別添２ 

●雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者             

以下の要件を全て満たすことが必要です。 

１）複数の事業所に雇用される 65歳以上の労働者であること 

２）２つの事業所（１つの事業所における１週間の所定労働時間が５時間以上 20 時間未満）の労働時

間を合計して１週間の所定労働時間が 20 時間以上であること 

３）２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが継続して 31 日以上であること 

＜従来の制度＞ 

以下の要件を全て満たすことが必要です。 

１）主たる事業所での労働条件が週所定労働時間 20 時間以上であること（合算はできない） 

２）主たる事業所での雇用見込みが継続して 31日以上あること 

●雇用保険の加入日                           

マルチジョブホルダー制度 本人がハローワークに申し出を行った日 

従 来 の 制 度 雇用（試用期間、研修期間含む）された日（原則） 

●失業した場合の給付                           

マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、離職の日以前１年間に、被保険者期間が通算し

て６か月以上あること等の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。 

受給できる日数 

被保険者であった期間 １年未満 １年以上 

高年齢求職者給付金の額 30 日分 50 日分 

 

基本手当日額（およその計算式） 

 

 

 

基本的な手続の流れ 

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制

度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。 

手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける

２社の必要書類を揃えてハローワークに申し出てください。 

●雇用保険料の納付                           

マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から事業主、労働者双方から

雇用保険料の納付義務が発生します。 

 

離職以前６か月の賃金の合計 

１８０ 
 ×（５０～８０％） 
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